
令和８年度の保険料の額を７月にお知らせします
　後期高齢者医療制度の被保険者の方に、令和８年度の 1年間の保険料の額や、お支払いの方法について
の通知書を、７月に郵便でお送りします。令和８年度より従来の保険料（医療分）に
加えて、子ども子育て支援金分の保険料をご負担いただきます。
　●保険料の計算のもとになるのは　
　令和８年度の保険料は、令和７年中の所得にもとづいて計算されます。
　●保険料の支払方法は　
　通知書の「特別徴収」の欄に金額が記載されていれば、その金額が公的年金から引き落とされます。
「普通徴収」の欄に金額が記載されていれば、納付書か口座振替でお支払いいただくことになります。
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　農業振興地域内の田や畑などの農用地を農業以外の
用途で利用する場合は、「農業振興地域の整備に関する
法律」に基づき、農用地利用計画の変更（農振除外）の手
続きが必要です。右記の期間で農振除外の受付を行い
ます。
　なお、関係機関との協議や公告期間などにより、決定
までに時間を要します。

　また、法律上の要件を満たさない場合は受付できま
せんので、申請の際は事前に農林振興課までご相談く
ださい。
　受付期間　　令和8年7月2日（木）～7月23日（木）

　　　　　※開庁日の執務時間内
　受付窓口　　愛荘町役場1階 農林振興課

問農林振興課　☎︎0749ー42ー8013

広報あいしょうは町ホームページでもご覧いただけます。　https://www.town.aisho.shiga.jp/

DV相談ナビダイヤル
＃8008

最寄りのDV相談支援センターへ 
連絡できます。

ひとりじゃない。
安心して相談ください。

緊急・危険を感じたら
迷わず警察（110番）へ
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日 曜日 一　般　行　事 時　　間 場　　所

7 火 おひざでだっこのおはなしかい 10：15～10：45 秦荘図書館

10 金 古文書をよむ会 14：00～15：00 愛知川図書館

11 土 くまさんといっしょのえほんのじかん 10：30～11：00 秦荘図書館

12 日 おひざでだっこのおはなしかい 11：00～11：30 愛知川図書館

14 火 あたまいきいき音読教室
10：30～11：15 
13：30～14：15

秦荘図書館

19 日 古文書をよむ会 10：30～11：30 愛知川図書館

25 土 おはなし会 14：30～15：00 愛知川図書館

女性相談支援センター女性相談支援センター
ダイヤルダイヤル

はなそうなやみはなそうなやみ

＃ 8778＃ 8778

最寄りの女性相談支援センターに 
つながります。公益財団法人滋賀県市町村振興協会

この宝くじの収益金は市町村の明るく
住みよいまちづくりに使われます。

農業振興地域整備計画における農用地利用計画の変更（農振除外）の受付について農業振興地域整備計画における農用地利用計画の変更（農振除外）の受付について

　企業版ふるさと納税は、企業からの寄付により、地方自治体の地方創生の取組を応援して
いただく制度です。
　3月31日、株式会社ケーケーシー情報システム様から、企業版ふるさと納税を通じてご寄付をいただきました。
　同社は、自治体や公的機関向けの基幹システムを中核に、業務アプリケーションの開発・導入、ITコンサルティ
ング、BPOサービスなどを展開されています。
　このたびのご寄付（100万円）は、「愛荘町町制施行20周年機運醸成事業」に活用させていただきました。

　計量法に基づき、商店や工場、薬局等で取引や証明用として使用する「は
かり」は、定期に（２年に１回）精度を確認することが義務付けられています。
　本年は定期検査が行われる年であり、次のとおり検査が実施されますの
で、該当する「はかり」（ひょう量５００㎏以下）を使用している方は受検いただ
きますようお知らせします。
　検査には、能力に応じて一個につき２７０円から４，６００円までの手数料が必
要となります。※注：一部別料金あり。例：ひょう量５００㎏を超える計量器、計量器の使用
場所で行う検査。

検査日時 検査会場 実施区域
令和8年
7月3日（金）
10：30～14：00

愛荘町役場　秦荘支所
東側駐車場公用車車庫
愛荘町安孫子825

愛荘町秦荘地域

令和８年
７月６日（月）
10：30～14：30

愛荘町役場　本庁舎
本庁舎裏公用車車庫
愛荘町愛知川７２番地

愛荘町愛知川地域

 特定計量器 特定計量器（小型はかり）（小型はかり）の定期検査の定期検査についてについて

株式会社ケーケーシー情報システム様から株式会社ケーケーシー情報システム様から
ご寄付をいただきました。ご寄付をいただきました。

企業版
ふるさと納税

電気・水道・ガスなどの�
�「子メーター」の有効期間を
確認しよう!!

　電気などの子メーターとは、貸
しビル・アパート等で一括して供
給事業者に支払った料金を、各
テナント等の電気などの使用量に
応じて配分するために用いるメー
ターのことです。
　この子メーターは、計量法に基
づき検定を受けたものおよび基準
適合品以外の使用が禁止されてお
り、有効期間も定められています。
　検定や基準適
合検査を受けた
有効期間内のメー
ターであるかを確
認しましょう。

後期高齢者医療制度のお知らせ後期高齢者医療制度のお知らせ
令和８年度は資格確認書・資格情報のお知らせをお届けします。令和８年度は資格確認書・資格情報のお知らせをお届けします。
　現在お使いの資格確認書は、　現在お使いの資格確認書は、有効期限が令和8年7月31日までとなっています。有効期限が令和8年7月31日までとなっています。
　　令和８年８月１日からは、マイナ保険証または、７月にお送りする資格確認書（薄緑色（うすみどり色））をお使令和８年８月１日からは、マイナ保険証または、７月にお送りする資格確認書（薄緑色（うすみどり色））をお使
いください。いください。なお、現在お持ちの資格確認書（薄橙色（うすだいだい色））は、なお、現在お持ちの資格確認書（薄橙色（うすだいだい色））は、愛荘町役場へ８月以降に返却いた愛荘町役場へ８月以降に返却いた
だくだくか、か、ご自身で細かく裁断するご自身で細かく裁断するなどして処分してください。などして処分してください。

令和８年度は、85歳以上の方には一律で資格確認書、85歳未満の方でマイナンバーカードの健康保
険証利用登録がお済みの方に対しては資格情報のお知らせを交付します。※詳細は、以下のとおり。

　資格確認書の対象者　
　●85歳以上の被保険者
　●85歳未満の被保険者であり、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をされていない方
　　上記の方は申請する必要なく資格確認書が届きます。

　上記以外の方で、次のいずれかに当てはまる方は愛荘町で申請することで資格確認書が交付さ
れます。必要な方はご申請ください。
　●マイナ保険証を保有しているが、マイナ保険証での受診が困難等の理由のある方（要配慮者）
　●マイナンバーカードを更新中、または紛失・破損し一時的に使用できない方
　●DV被害者等支援措置の対象となっている方

　資格情報のお知らせの対象者　
　●85歳未満の被保険者であり、マイナンバーカードの健康保険証利用登録がお済みの方（要配慮の登録をされた方等を除く）

問 住民課　☎︎0749ー42ー7692
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